
「都会を離れて地方で生活したい」､
「人とのつながりを大切にして生活したい」、、
地域おこし協力隊は、そんな方を地域の

新たな担い手として受け入れ、地域の活性化
につなげる制度です。

地域おこし協力隊って？

募集人数 1名 または 夫婦やパートナーでの2名1組
活動地域 金沢市東原町及び周辺地域
募集期間 7/3(月)～10/2(月)（随時受付）
詳細条件 裏面に記載

自伐型林業って？

所有林を借り受け、地域密着型の小規
模施業（間伐等）を中心とし、農業や観光
業、ICT産業等と兼業しながら生計を立て

る林業です。

金沢市地域おこし協力隊 募集!!

■ 問合せ先 金沢市 農林水産局 森林再生課 林業振興係
電話 076-220-2217 FAX 076-222-7291 email  nourin_mori@city.kanazawa.lg.jp  

金沢の森づくり 検索

金沢市には実は森林がたくさんあるんです！
豊かな森の恵みを活かし、地域に住む人たちとつながる、
「金沢で自伐型林業をする地域おこし協力隊」になってみませんか？

かなりん

募集HPの
二次元コード

東原町ってどんなとこ？



募集人員 住居

活動地域

受付期間

金沢市地域おこし協力隊　隊員　１名
または　夫婦やパートナーでの２名１組

活動地域または周辺地域にて、金沢市が用意
する予定です。

募　集　要　項

隊員の
活動

次に掲げる活動について、金沢市と隊員が協議しながら活動の内容を決定します。
(1) 自伐型林業等の地域の里山林の持続的活用に資する活動
(2) 中山間地域の活性化に資する活動
(3) ＳＮＳ等のインターネット技術を活用した地域の魅力情報発信
(4) その他林業及び森林の活用に関連した活動

求める
人物像

・自伐型林業等の地域に密着した林業に取り組む方
・地域の魅力発信や課題解決に住民と一緒に取り組む方
・地域に定住し、町会行事等の地域活動に積極的に取り組む方

活動に
要する
経費

予算の範囲内で金沢市が負担します。
活動に要する経費は、次に掲げる経費とします。
　① 住居、活動用車両の借上費
　② 活動旅費等移動に要する経費
　③ 作業道具、消耗品等に要する経費
　④ 関係者間の調整、住民や関係者との意見
　　  交換会、活動報告会等に要する経費
　⑤ 研修受講に要する経費
　⑥ 定住に向けて必要となる研修、資格取得等
      に要する経費
　⑦ 定住に向けて必要となる環境整備に要する
　　  経費
　⑧ 外部アドバイザーの招へいに要する経費等
　　  なお、電気、ガス、水道料金等生活に係る
      経費は隊員の負担となります。

金沢市東原町及び周辺地域

委嘱等

　本募集要項により募集し、選考した方に金沢市地域
おこし協力隊の隊員を委嘱します。この場合、金沢市
と隊員との間に雇用関係は伴わないものとします。
　委嘱は、令和６年４月１日を予定しています。
　また、委嘱後、活動に支障がない範囲において、隊
員の活動に関連する兼業を可能とします。

 応募方法

　次の書類を下記の申込み先まで郵送又は持参
してください。
　① 金沢市地域おこし協力隊申込書
　② 住民票
　③ 普通自動車運転免許証のコピー
　なお、応募書類は返却しませんので、ご了承
ください。

令和５年７月３日（月）から10月２日（月）消印有効
（随時受付）

次のすべての項目に該当する方を対象とします。
(1) 年齢が、概ね20歳以上40歳未満の方
(2) ３大都市圏をはじめとする都市地域等（過疎地
   域等の条件不利地域は除く）から生活の拠点を
   金沢市に移し、住民票を異動することができる方
　 ※地域要件についてはお問い合わせください。
   ※実際に住民票を本市に異動していただくの
　　　は、協力隊として任用された後となります。
(3) １年以上３年以下の期間、活動できる方
(4) 心身ともに健康で、地域の里山林の持続的
     活用及び中山間地域の活性化に関心を
     持ち、意欲を持って取り組むことができる方
(5) 普通自動車運転免許証を所有している方
(6) パソコンの基本操作ができる方
(7) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項
     に該当しない方

募集条件

選考方法等

  ① １次審査（書類審査）
　　　応募受付後、３週間程度で合否の結果を
　　　文書で通知します。また、１次審査合格者には、
　　　２次審査の実施日についてお知らせします。
　② ２次審査（面接）
　　　金沢市内にて面接を行います。
　③ 最終選考結果の通知
　　　２次審査終了から概ね１週間後に文書で
　　　通知します。
　④ 選考にかかる費用（郵送料、住民票取得費、
       旅費等）
　　  応募者の負担となります。
　※採用者が決定した場合、募集を締め切ります。

活動時間

　概ね１週間40時間とし、金沢市と協議しながら毎月
の活動計画を作成し、その活動計画に従い活動を
行ってもらいます。また、活動の記録を翌月５日までに
提出していただきます。

報償費

　月額233,000円とし、翌月20日までに隊員が指定し
た口座に振り込みます。
ただし、活動の日数が20日に満たない場合は、活動
の日数に11,650円を乗じた額を支払います。なお、支
払時には所得税が控除されます。

問合せ・
申込み先

金沢市 農林水産局 森林再生課 林業振興係
〒920-8577　石川県金沢市柿木畠１番１号
電話　076-220-2217　　FAX　076-222-7291
Email  nourin_mori@city.kanazawa.lg.jp

社会保険
　国民健康保険、国民年金に加入していただき
ます。なお、保険料は隊員の負担となります。

任期

　１年とし、最長３年まで延長することができます。ただ
し、初年度は委嘱の日から令和７年３月31日までと
し、任期を延長する場合には、１年ごととします。
なお、延長するか否かは、活動状況等を考慮し、金沢
市が判断します。


